
令和７年４月１日以後開始事業年度等分 

内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

【№62】９欄の金額に、完全子法人株式等に係る配当等の額に該当しないものを
含めていませんか。 

【№63】14 欄の金額に、関連法人株式等に係る配当等の額に該当しない
ものを含めていませんか。 

【№61】９欄、16欄、26欄及び33欄の金額に益金不算入の対象とな

らないものの額を含めていませんか。 

（例） ・公社債の利子の額 

    ・MMF（追加型公社債投資信託）等の公社債投資信託の収益の

分配の額 

    ・公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額（外

国株価指数連動型特定株式投資信託以外の特定株式投資信

託（ETF）の収益の分配の額を除きます。） 

   ・不動産投資信託の収益の分配の額 

   ・オープン投資信託の特別分配金の額 

   ・外国法人、特定目的会社、投資法人から受ける配当等の額 

   ・匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配の額 

【№64】24 欄の金額に、その他株式等に係る配当等の額に該当しないもの
を含めていませんか。 

【№65】31 欄の金額に、非支配目的株式等に係る配当等の額に該当し
ないものを含めていませんか。 
なお、外国株価指数連動型特定株式投資信託以外の特定株式投資信託

（ETF）の収益の分配の額は、非支配目的株式等として益金不算入の対
象となります。 

【№66】35 欄の金額は、損益計算書の支払利息

（社債利息及び手形の割引料等を含みます。）の

額の合計額（別表四において、支払利子等の額に

係る申告調整を行っている場合、その調整後の

金額）と一致していますか。 

【№60】通算グループ内のいずれかの法人が支払利子等の控除額
の特例計算の適用を受ける場合、別表八(一)付表を作成・添付し
ていますか（自己において、支払利子合計額及び適用関連法人配
当等の額がない場合を除きます。）。 

【№４】当事業年度に適用される

別表を使用していますか。 


